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秦野市ネイチャーポジティブ宣言 

秦野市は、水とみどりに育まれた豊かな自然環境を未来に引き継いでいくため、令和12

年（2030年）を目標に生物多様性を回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」の実現を

目指すことを令和７年（2025年）４月１日に宣言しました。 

ネイチャーポジティブ自治体認証 

秦野市は、生物多様性の重要地域と保全上の課題を特定したうえで、ネイチャーポ

ジティブを実現するための施策を適切に推進している自治体として、令和７年４月１

日に全国２例目となる「ネイチャーポジティブ自治体認証」を取得しました。 
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第１章 計画策定の考え 
 
みどりの基本計画とは   改定のポイント 

⚫ 都市緑地法に基づき、地域の実情に応じた

緑地の保全、緑化の推進に関する基本計画

です。 

⚫ 生物多様性基本法に基づく「生物多様性地

域戦略」を包括する計画です。 

  ⚫ みどりの持つ多面的な機能の発揮 

生物多様性を保全するみどりの確保は

もとより、CO2の吸収源、グリーンイン

フラとして災害レジリエンスの向上、コ

ミュニティ活動、健康づくりの場など、

「みどり」の持つ役割に着目。 

⚫ みどりの基本計画を定める上で欠かせ

ない「生物多様性地域戦略」の内容を各

章に散りばめる形で作成 

⚫ 「ネイチャーポジティブ」の考え方の追加 

⚫ 生物多様性保全に関する配置計画の追加 

⚫ 基本方針に基づいた施策体系に整備 

   
計画期間   

⚫ 計画期間 

令和８年（2026年）から 

令和17年（2035年）まで 

⚫ 中間年次 令和12年（2030年） 

⚫ 目標年次 令和17年（2035年） 

  

    
「緑」と「みどり」の定義   ネイチャーポジティブとは 

⚫ 「緑」とは、都市公園や公共施設緑地等の

緑地そのもののことです。 

⚫ 「みどり」とは、樹林地や水辺等の自然が

豊かで、動植物が生息し、自然と人が共存

する環境全体を表現しています。 

【みどりのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国土交通省「生物多様性に配慮した緑の基本計画

策定の手引き」の生物多様性が豊かな都市のイメ
ージ図を基に編集 

  ⚫ 日本語訳で「自然再興」といい、「自然を

回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失

を止め、反転させる」ことを意味します。 

⚫ 令和12年（2030年）までに陸と海の30％

以上を保全する3 0 b y 3 0
サーティーバイサーティー

が国際的に採

択されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：環境省「生物多様性国家戦略2023-2030～ネイチャ

ーポジティブ実現に向けたロードマップ～」（令和
５年（2023年）３月31日）を基に編集 

    
計画の位置づけ 

⚫ 「秦野市総合計画（はだの2030プラン）」

を上位計画とし、「秦野市都市マスタープ

ラン」、「秦野市環境基本計画」等の関連計

画と整合・連携を図っています。 

   

  

秦野市ネイチャーポジティブ 

キャラクター ネポたん 

みどり 
樹林地、草地、水辺地、里地里山、人、動物、植物 

緑 
都市公園､公共施設緑

地､民間施設緑地 

緑 
生産緑地地区､ 
自然公園､保安林 

 
みどりの 
基本計画 

(都市緑地法) 

生物多様性
地域戦略 

整合 

秦野市総合計画 
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第２章 みどりの現況及び課題 
 
緑地の状況   地区別の緑地の状況 

⚫ 市全域の緑地面積は7,428.8haで、市全域

面積10,376haのうち71.6％が緑地となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⚫ 市街化の進んだ本町地区、南地区、大根・

鶴巻地区では農地の占める面積が山林よ

りも高くなっています。 

⚫ 東地区、北地区、西地区、上地区では地区

面積の半分以上を山林が占めています。 

 

 

 

 

 

    
前計画の目標達成状況   市民のみどりに対する意識 

⚫ 緑地の確保目標水準は概ね達成していま

す。 

⚫ 都市計画人口一人当たりの都市公園の敷

地面積のうち、都市公園については、達成

率77.7％にとどまっています。 

⚫ 都市緑化の目標は概ね達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⚫ 秦野市みどりの基本計画の取組で重要だ

と思うことについて、「大切な森や林など

の保全再生」、「公共施設の緑化、公園、緑

地の整備」が多い結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

    
みどりの課題とその対応への視点    

⚫ みどりの持つ多面的な機能の発揮 

市街地の拡大によりみどりを構成する重

要な要素である樹木が減ってきています。

みどりは、良好な都市環境の保全、防災、

自然豊かなレクリエーションの場、良好な

都市景観の形成、グリーンインフラ等の多

様な機能を有していることから、これらの

みどりが持つ多面的な機能を活用し、地域

が抱えている課題の解決に取り組む必要

があります。 

  ⚫ 魅力あるみどりの活用 

表丹沢などの地域資源を活用し、魅力あるみ

どりのまちづくりを進める必要があります。 

水無川をはじめとする河川と公園等のみど

りを連携させた「水とみどりのふれあいネッ

トワーク」の形成を進める必要があります。 

⚫ 協働の仕組みづくり 

市民・事業者・団体など様々な主体を巻き

込んだ協働の仕組みづくりを進める必要

があります。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大切な森や林などの保全再生

公共施設の緑化、公園、緑地の整備

大切な田畑の保全と農業の振興

心なごむ景観づくり

みどりを生かした地域づくり

親しめる水辺づくり

くずはの広場等を活用したみどりの知識の…

みどりに関する市民活動への支援・助成

秦野市みどり基金の活用

事業所、商店街、住宅地等の民間施設の緑化

みどりの月間等の緑化推進の啓発

0% 25% 50% 75% 100%

上地区

西地区

大根・鶴巻地区

北地区

東地区

南地区

本町地区
山林

農地

草地

水面

山林

73. 8%

農地

18. 0%

草地

7. 4%

水面

0. 8%
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第３章 計画の推進 
 
みどりの将来像    

 

 

 

秦野市の誇る名水と様々な動植物の生息する環境を育む重要な構成要素として、みど

りがあります。本市の掲げる都市像である「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい

都市（まち）」の創造に向けて、自然と人が共生するみどりを目指し、身近な街のみどり

とともに丹沢山地及び渋沢丘陵並びに里山がもたらす恵みが、人々の暮らしを豊かなも

のにしていきます。 

生物多様性保全に関する配置計画 

(1) 生き物の里 

自然豊かな山間部の谷戸田や湧水地などの水辺環境を保全することで、多種多様な動

植物種の生息生育を守るため市内７箇所を「生き物の里」に指定しています。 

 

(2) みんなの里【新規】 

各地区の里地里山にある、生き物の里に準じるような自然豊かな場所を市民や来訪者

が自然と触れ合える場所として、「みんなの里」のエリアを構築し、市民がみどりを知り、

関心を高め、ネイチャーポジティブに結びつく取組みを推進するとともに、市民のみな

らず市外から来訪者を呼び込みにぎわいの創出につなげます。 

 

(3) 準・生き物の里【新規】 

みんなの里のエリア内で、特に多種多様な動植物の生息する場所を「準・生き物の里」

として、保全していきます。将来、「生き物の里」に指定する条件が整えば、秦野市みど

り条例の手続きに従って、指定の手続きをする可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水とみどりあふれる ふるさと秦野 

みんなの里配置図 

※エリア毎の拠点となりえる候補地 
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基本方針 

（１）みどりを知ろう  （４）みどりを生かそう 

⚫ 市民の意識に応じて普及・啓発を進め、生

物多様性を維持、回復、創出する行動に結

びつく取組みを進めます。 

 ⚫ 豊かな秦野名水とみどり中心に、生態系サ

ービスがもたらす恵みの享受は私たち一人

ひとりの Well-being の基盤となっていま

す。親しみある水辺空間をつくるとともに、

野生生物の生息に貢献するように、ビオト

ープ機能を有する緑や水辺のネットワーク

化を図っていきます。 

  
（２）みどりを守ろう  

⚫ 多種多様な生物と私たちの生活を守り、豊か

にするみどりを推進し、ゼロカーボンシティ

の実現を目指した取り組みを進めます。 

 

   
（３）みどりを創ろう  （５）みどりと暮らそう 

⚫ 里地里山の整備をはじめ、自宅の庭に草花が

咲き、道には緑があふれ、市民が身近にみど

り豊かな自然とふれあえるまちづくりを進め

ていきます。 

 ⚫ 市民参加によるみどりのまちづくりのた

め、身近な活動を促進するとともにバイオ

マスを活用した緑が循環するまちづくりを

進めます。 

緑地の保全及び緑化の目標 

■緑地の確保目標水準 

 
現状値 目標値 

R5年(2023) R12年(2030) R17年(2035) 

緑地の確保
目標水準 

市街化区域面積に対
する割合 

15％ 15％ 15％ 

都市計画区域面積に
対する割合 

72％ 74％ 74％ 

 
■都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

 
現状値 目標値 

R5年(2023) R12年(2030) R17年(2035) 
都市計画区域人口一人当たり
面積の目標水準(㎡) 

都市公園等※1 25.22 m2/人 26.95 m2/人 27.94 m2/人 
都市公園 6.60 m2/人 7.73 m2/人 8.01 m2/人 

※1 都市公園等は、都市公園以外の公共施設緑地を含みます。 
 
■里山の保全再生整備の目標 

 
現状値 目標値 

R5年(2023) R12年(2030) R17年(2035) 

委託による整備 

ふるさと里山 
整備事業 7.70 ha／年 7.70 ha／年 7.70 ha／年 

地域水源林長期
施業受委託事業 

30.50 ha／年 30.50 ha／年 30.50 ha／年 

ボランティア団体
による整備 

里山ふれあいの
森づくり事業 

31.95 ha／年 31.95 ha／年 31.95 ha／年 

合計 70.15 ha／年 70.15 ha／年 70.15 ha／年 
 
■生物多様性に関する目標 

年 次 
現状値 目標値 

R5年(2023) R12年(2030) R17年(2035) 
OECM箇所数※2 １ 5 8 

※2 Other effective area-based conservation measuresの略で、国立公園等の保護地域以外で生物多様性保全に
資する地域を言います。自然観察の森、里地里山、都市の緑地等がこれにあたります。日本では、「自然共生サイ
ト」の認定区域のうち、保護地域との重複を除いた区域がOECMとして国際データベースに登録されます。  
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第４章 緑地の保全及び緑化推進のための施策 
 

「みどりの将来像」を達成するため、基本方針ごとに次の施策を設定します。 

基本方針 施 策 の 方 向 施 策 の 展 開 

 1．みどりへの関心を深め、 

ふれあいを進めます ①緑化推進の啓発（みどりの月間、市の木市の花、誕生記念樹） 

2．みどりの知識や大切さ 

を広めます 
①緑化思想の普及啓発（くずはの広場・蓑毛自然観察の森） 

②里地里山の保全再生及び林業思想の普及 

（里山ふれあいセンター・表丹沢野外活動センター） 

 1．大切な森や林を守り、

ゼロカーボンシティの

実現をめざします 

①既存樹林、樹木の保全 

（樹林保全地区、保存樹木、寺社林・屋敷林の保全） 

②地域制緑地の継続（国定公園・県立自然公園、自然環境保全地域等） 

③水源の森林づくり 

④自然共生サイトへの登録 

⑤みんなの里（準・生き物の里）の設定 

⑥企業との連携 

⑦生物調査の実施 

2．大切な田畑を 

守ります 
①農業の振興（生産緑地、農業振興地域、市民農園、グリーンツーリズム） 

 1．誰もがふれあえる 

緑を増やします 

①公共施設の緑化推進 

（公共施設緑化、道路・駅前広場緑化、多自然川づくり） 

②公園、緑地の整備 

③はだの一世紀の森林づくり構想（里山再生、森林づくり） 

④里地里山の保全再生 

2．みどりあふれる都市 

（まち）をつくります 
①まちづくり条例及び景観まちづくり条例による緑化指導 

②事業所、商店街、住宅地の緑化推進 

3．心なごむ景観を 

つくります 
①緑豊かな景観形成 

 1．親しめる水辺を 

つくります 
①みどりネットワークの形成（生き物の里、水辺緑地整備、河川緑地） 

②みんなの里（準・生き物の里）の設定【再掲】 

③名水百選「秦野盆地湧水群」の保全、整備 

2．緑を地域の 

まちづくりに生かす 
①地域のシンボル的な樹木を景観重要樹木に指定 

②グリーンインフラ、雨水浸透の活用による災害レジリエンスの向上 

 1．市民によるみどりの 

まちづくりを応援 

します 

①活動団体への助成（公園愛護会、公園里親制度） 

2．協働による施策を 

進めます 
①緑化ボランティア活動の場の提供 

②かながわのナショナル・トラスト緑地保存契約 

③秦野市みどり基金の充実と活用 

④バイオマスを活用したみどりが循環するまちづくり 

⑤森林里山の活用アクションプランによる持続可能な循環サイクルの構築 

（
１
）
み
ど
り
を 

 
 
 

知
ろ
う 

（
２
）
み
ど
り
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守
ろ
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（
３
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（
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第５章 計画の推進体制 
 
(１)計画の推進   (３)計画の進行管理 

⚫ 「みどり」は、多様な生物の生息空間とし

て保全が重要となっています。その大切な

構成要素である「緑」を保全・再生・創造

するためには、秦野に今ある緑を保全再生

するとともに、新たな「緑」の創造に、市

民及び事業者並びに行政が、それぞれの役

割を認識したうえで、連携し、協働するこ

とによる計画の推進が求められます。 

  ⚫ 本計画は、計画「Plan」、実行「Do」、点検・

評価「Check」、改善・見直し「Action」の

ＰＤＣＡの考えに基づいて計画の進行を

管理します。 

⚫ ＰＤＣＡの各段階では、進捗状況や評価な

どを行いながら、関係各課における協議や

学識者・専門家、市民、事業者などの意見を

踏まえるなど、専門的・客観的な見地からの

意見や市民のニーズの反映に努めます。 

⚫ 計画の進捗状況、今後の社会動向、「都市

計画に関する基礎調査」の結果などによ

り、おおむね５年ごとを目安として、必要

に応じて計画の見直しを行いながら、順次

内容の更新を行うなど、計画の進行を管理

します。 

   
(２)体制の整備   

⚫ 協働による緑の保全・再生・創造を進める

うえで、市民及び事業者が参加しやすいシ

ステムを構築し、そのための体制を整備し

ていきます。 

  

■「PDCA」による計画の進行管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民 

行政 事業者 

Plan 
（計画） 

みどりの基本計画 
生物多様性地域戦略 

・基本方針 

・将来像と目標 

・各基本方針に基づく 

「施策」と「取組」 

Action 
（改善・見直し） 

・施策や取組の見直し 

Check 
（点検・評価） 

・市民意識調査などの実施と 

収集・分析 

・パブリックコメント など 

Do 
（実行） 

・推進体制の確立 

・各施策の実施 など 

施策の進捗管理と 

検証・評価 

協働 

協働 

協働 

連携 連携 

連携 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


